
 

 

 

三田市立幼稚園再編計画の進捗状況について 

（市立認定こども園の設置） 

 

三田市立幼稚園再編計画(令和４年２月策定)に基づき、現在 10 園ある市立幼稚園を、

認定こども園 2 園、幼稚園３園に再編いたします。 

つきましては、計画に定める市立認定こども園の概要とその進捗状況についてお知らせ

します。 

記 

１ 計画に定める認定こども園について（概要）  ※いずれも幼稚園型 

 （１） 対象園区、開園時期及び利用定員等  

   ① (仮称)三田西認定こども園 （令和６年４月開園予定） 

・広野・本庄・藍幼稚園を再編 

・定員 90 人（1 号認定 75 人、2 号認定 15 人）、3 歳児・4 歳児・5 歳児クラス 

・現在の広野幼稚園を活用（令和 5 年度に 3 か月をかけて改築） 

         

   ② （仮称）三田東認定こども園 （令和７年４月開園予定） 

・志手原・小野・母子・高平幼稚園を再編 

・定員９０人（1 号認定７５人、2 号認定 15 人）、3 歳児・4 歳児・5 歳児クラス 

・現在の志手原幼稚園を活用 

（令和 5 年度に設計を行い、令和 6 年度に 1 年をかけて増改築予定） 

 

 （2） 開園時間（共通） 

・午前 7 時から午後 7 時（月曜日～金曜日）、土曜日は午後 6 時まで 

 

 （3） 教育及び保育時間、特別保育 ※いずれも土曜日は午後 6 時まで 

１号認定（教育利用） 2 号認定（保育利用） 

教育時間 保育標準時間 保育短時間 

午前 9 時～午後 2 時 午前 7 時～午後６時 午前８時 30 分～午後 4 時 30 分 

預かり保育 

①午前 7 時～午前 8 時 30 分 

②午後 2 時～午後 7 時 

③午前 7 時～午後 7 時 

（長期休業中などは午前 9 時

～午後 2 時なども実施） 

延長保育 

①午後6時～午後7時 
①午前 7 時～午前 8 時 30 分

②午後 4 時 30 分～午後 7 時 

 

 （4） その他 

・給食は学校給食及び外部搬入給食（学校給食の提供がない土曜日、長期休業中など） 

・通園バス運行予定（対象は再編により閉園となる園区の１号認定（教育利用）園児） 

子 ど も 審 議 会 資 料 
令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ７ 日 
子ども・未来部子育て応援室 
幼 児 教 育 振 興 課 

資料４ 



 

 

２ 今後の取組み 

 

 （１） 現在、三田市立認定こども園の開設に向けて必要な事項の協議又は意見交換を 

行うため、地域や保護者の代表者等で構成する「三田市立認定こども園運営方針等

検討委員会」をそれぞれ設置して、令和 4 年 8 月から現在まで各 5 回にわたって   

協議を行っています。 

今後も引き続き農村地域の子どもの健やかな育ちと、子育て世帯への支援の充実

を図り、もって地域の活性化につながるよう、地域の皆様とともに取り組みます。 

 

 （2） 少子化や保育ニーズの多様化が進む中、本市では令和 2 年度から三田幼稚園・ 

三輪幼稚園において 3 歳児保育を開始しました。また本年 4 月からは松が丘幼稚園

においても 3 歳児保育を実施し、再編対象外の幼稚園における 3 年保育の体制が 

整いました。  

今後は、市立認定こども園の整備完了に合わせて、既存の３幼稚園についても  

現在週 3 日である預かり保育を週 5 日に拡充することで、令和 7 年度には新設する

認定こども園に加えて全ての市立幼稚園で 3 年保育及び週 5 日の預かり保育を実施

する体制が整う予定です。 

 

 

３ その他 

 

「子ども・子育て支援法」では、「利用定員」を定めようとするときは、あらかじめ、   

審議会その他の合議制の機関、もしくは、子どもの保護者等の意見を聴かなければ  

ならないとされています（第３１条 特定教育・保育施設の確認）。 

 

今後開催するこども審議会で、市立認定こども園の利用定員について審議いただく 

予定としておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 


